
 

社
会
生
活
基
本
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
社
会
生
活
基
本
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
八
号
） 

改

正

案 

現

行 

（
調
査
事
項
等
） 

第
六
条 

 

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。 

一 

（
略
） 

二  

十
歳
未
満
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

育
児
支
援
の
利
用
の
状
況 

三 

十
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

イ 

氏
名 

ロ 

男
女
の
別 

ハ 

配
偶
の
関
係 

（
削
る
） 

ニ 

携
帯
電
話
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
そ
の
他
の
情
報
通
信
に
関
連
す

る
機
器
の
使
用
の
状
況 

（
削
る
） 

ホ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
状
況 

ヘ 

学
習
・
研
究
活
動
の
状
況 

ト 

趣
味
・
娯
楽
活
動
の
状
況 

チ 

社
会
的
活
動
の
状
況 

リ 

旅
行
・
行
楽
の
状
況 

（
調
査
事
項
等
） 

第
六
条 

 

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。 

一 

（
略
） 

  

二 

十
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

イ 

氏
名 

ロ 

男
女
の
別 

ハ 

配
偶
の
関
係 

ニ 

介
護
の
状
況 

ホ 

携
帯
電
話
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
そ
の
他
の
情
報
通
信
に
関
連
す

る
機
器
の
使
用
の
状
況 

ヘ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
の
状
況 

ト 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
状
況 

チ 

学
習
・
研
究
活
動
の
状
況 

リ 
趣
味
・
娯
楽
活
動
の
状
況 

ヌ 
社
会
的
活
動
の
状
況 

ル 

旅
行
・
行
楽
の
状
況 



 

改

正

案 

現

行 
ヌ 
生
活
行
動
の
種
類
別
時
間
及
び
天
候 

四  

十
五
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

イ 

介
護
の
状
況 

ロ  

就
業
状
態 

ハ 

就
業
希
望
の
状
況 

ニ  

仕
事
の
種
類 

ホ  

従
業
上
の
地
位 

ヘ 

勤
務
形
態 

ト 

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
日
数 

チ  

所
属
の
企
業
全
体
の
従
業
者
数 

リ  

ふ
だ
ん
の
一
週
間
の
就
業
時
間 

ヌ 

希
望
す
る
一
週
間
の
就
業
時
間 

ル  

通
勤
時
間 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

ヲ 

ふ
だ
ん
の
健
康
状
態 

ワ 

仕
事
か
ら
の
年
間
収
入 

五 

六
十
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

（
略
） 

六  

世
帯
に
関
す
る
事
項 

イ 

世
帯
の
種
類 

ヲ 

生
活
行
動
の
種
類
別
時
間
及
び
天
候 

三  

十
五
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

 

イ  

就
業
状
態 

ロ 

就
業
希
望
の
状
況 

ハ  

仕
事
の
種
類 

ニ  

従
業
上
の
地
位 

  

ホ  

所
属
の
企
業
全
体
の
従
業
者
数 

へ  

ふ
だ
ん
の
一
週
間
の
就
業
時
間 

 

ト  

通
勤
時
間 

チ  

週
休
制
度 

リ 

連
続
し
た
休
暇
の
取
得
の
状
況 

  

四 

六
十
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

（
略
） 

五  
世
帯
に
関
す
る
事
項 

イ 

世
帯
の
種
類 



 

改

正

案 

現

行 
ロ 
十
歳
未
満
の
世
帯
員
数 

ハ 

十
歳
以
上
の
世
帯
員
数 

ニ 

世
帯
の
年
間
収
入 

ホ 

住
居
の
種
類 

（
削
る
） 

ヘ 

自
家
用
車
の
所
有
の
状
況 

ト 

介
護
支
援
の
利
用
の
状
況 

チ 

不
在
者
の
有
無 

２ 

（
略
） 

 

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
） 

第
十
条 

 

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
調
査
員
（
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調

査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う
指
導
員
を
含
む
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

調
査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
取
集
し
、
並
び
に

質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。 

２ 

（
略
） 

 

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
） 

第
十
二
条 

社
会
生
活
基
本
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
う
ち
、同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
世
帯
員

が
、同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
十
歳
未
満
の
世
帯
員

  

ロ 

世
帯
の
年
間
収
入 

ハ 

住
居
の
種
類 

ニ 

居
住
室
の
数 

ホ 

自
家
用
車
の
所
有
の
状
況 

ヘ 

介
護
支
援
の
利
用
の
状
況 

ト 

不
在
者
の
有
無 

２ 

（
略
） 

 

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
） 

第
十
条 

 

社
会
生
活
基
本
調
査
は
、
調
査
員
（
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調

査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う
指
導
員
を
含
む
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

調
査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、及
び
取
集
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
。 

２ 

（
略
） 

 

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
） 

第
十
二
条 

社
会
生
活
基
本
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
う
ち
、同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
世
帯
員

が
、同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
十
歳
以
上
の
世
帯
員



 

改

正

案 

現

行 
が
、同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
十
歳
以
上
の
世
帯
員

が
、同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
十
五
歳
以
上
の
世
帯

員
が
、同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
六
十
歳
以
上
の
世

帯
員
が
、同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
世
帯
主
が
そ
れ

ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

が
、同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
十
五
歳
以
上
の
世
帯

員
が
、同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
六
十
歳
以
上
の
世

帯
員
が
、同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
世
帯
の
世
帯
主
が
そ
れ

ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 



 

○
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
） 

改

正

案 

現

行 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

法
令
名 

条
項 

（
略
） 

（
略
） 

科
学
技
術
研
究
調
査

規
則
（
昭
和
五
十
六

年
総
理
府
令
第
三
十

三
号
） 

第
八
条
第
三
項 

社
会
生
活
基
本
調
査

規
則
（
昭
和
五
十
六

年
総
理
府
令
第
三
十

八
号
） 

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

法
令
名 

条
項 

（
略
） 

（
略
） 

科
学
技
術
研
究
調
査

規
則
（
昭
和
五
十
六

年
総
理
府
令
第
三
十

三
号
） 

第
八
条
第
三
項 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

（
略
） 

（
略
） 

  

 


